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令和８年４月９日  

各 自 治 会 長 様  

 

小清水町長 久  保  弘  志  

 

町内経済活性化事業の実施について  

 

 陽春の候 貴職におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  

さて、新年度を迎え新たな生活が始まるとともに、これから出費が重なる時期

を迎えますが、長引く物価高騰が住民生活に直撃することへの経済対策と併せて

町内事業者の活性化対策として、令和８年４月１４日現在の町民の皆さまを対象

に、一人あたり５千円分の商品券を配布する「町内経済活性化事業」を実施して

まいります。  

つきましては、別添のとおり事業案内チラシを作成しましたので、貴自治会内

に周知くださいますようお願いいたします。  

 なお、本商品券は４月２４日から順次郵送いたしますが、町内全域へは２～３

週間ほど要しますので、その旨のご周知につきまして、重ねてお願い申し上げま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小清水町役場産業課商工観光係  

℡ ６２－４４８１  



町内経済活性化事業（第 12 弾）の実施について 

 

燃料・物価高騰に対する町民の皆さまの生活支援と町内商工事業者の活性化を図

るため「がんばる小清水商品券配布事業」として、一人あたり 5,000 円分の商品

券の配布を行います。 

商品券の使用が可能なお店には、取扱いステッカーが掲示されておりますので、

遠出をせずに町内でお買い物をして、町民みんなで商店を支えていきましょう。 

 なお、本商品券は 4 月 24 日から順次郵送いたしますが、町内全域へは 2～3 週

間ほど要しますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。 

また、不在通知もお届けいたしますが、お手続きの際は混雑することが予測され

ますので、ご理解いただきますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

町内経済活性化事業（第 12 弾） 

 
取扱ステッカーの掲示のあるお店で使用可能です。 

世帯全員分を世帯主宛に送付します。 

一人あたり 500 円券×10 枚＝5,000 円分 ※お釣りは出ません 

使用期限 令和 8 年 7 月 31 日 

 

・問い合わせ先         小清水町商工会 ℡６２­２６０８ 

小清水町役場  ℡６２­４４８１ 

 


